
介護保険金 親介護保険金 100万円 200万円 300万円一時金 （3コースからご選択）をお支払いします。

※介護一時金制度に加入の際は、７Lプランの加入が条件です。

介護一時金制度
（介護特約・親介護特約付医療保険【損害保険】）

公的介護保険要介護２以上と認定された場合、または所定の要介護状態が90日超継続した
場合、保険金（一時金）をお支払いします。

お 問 い
合わせ先

引受保険会社フリーダイヤル

0120-844-344
◆令和4年5月  9日（月）～
　令和5年3月31日（金）
　9：00～17：00　土日祝日除く

共済組合・福祉課

☎048-822-3305
ま
た
は

　節目の年を迎える方に人間ドックの受診勧奨ハガキを送付します。
　人間ドックは、30代では2～3年に1回、40代以降はできれば1年に1回、健康に自信がある方でも2
年に1回は受診した方が良いとされ、がんや生活習慣病等の早期発見には、精度の高い人間ドックを受
診することがとても有効となります。
　脳ドックは、2～4年に1回、ご親族に脳卒中の多い家系の方や高血圧その他生活習慣病などをお持ち
の方は、2年に1回の脳ドックがお勧めです。
　人間ドック等を定期的に受診していない方は、この機会にぜひご一考ください。
※　新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される場合は、ドックのお申込みをお控えいただきますようお願いいたします。

人間ドックの受診勧奨ハガキを送付します
受診勧奨ハガキはご自宅に送付します ６月下旬送付予定

節目の年（今年度30、35、40、45、50、55、60歳）を迎える
組合員（任意継続組合員を含む）および被扶養配偶者の方へ

「埼玉県コバトン健康マイレージ」参加者募集中！「埼玉県コバトン健康マイレージ」参加者募集中！
～楽しく歩いてポイント貯めよう！～～楽しく歩いてポイント貯めよう！～

　本組合は、医療費適正化対策事業の疾病予防対策の一環として、「埼玉県コバトン健康マイレージ」
事業に参加しております。スマートフォンを利用して、歩いた歩数に応じてポイントを貯めて、貯まった
ポイントから抽選で賞品がもらえる健康事業です。

組合員（任意継続組合員は除く。）および年齢18歳以上の被扶養者とします。参加対象者

埼玉県コバトン健康マイレージ事務局
https://kobaton-mileage.jp/WEB・お問い合わせ

住　所 〒330-9091  さいたま新都心郵便局  私書箱159号

おー！みんなの コ バ トン

☎0570-035810
受付時間：月～土 9：00～ 17：00　※ 日・祝日、年末年始はお休み　※通話料金は発信者の負担となります。

参加登録・お問い合わせは

スマートフォンによるアプリでの参加のみとなります。
アプリをダウンロードして起動するだけで歩数計としてご利用になれ、測定した歩数データはアプリ内で送信が可能です。
なお、お申込み方法については、埼玉県市町村職員共済組合ホームページまたは『共済だより』令和4年4月号をご参照
の上、コバトン健康マイレージアプリお申込み方法手順に従いお申込みください。

参 加 方 法

公務員賠償責任
（損害賠償金保険金） 5,000万円 個人賠償責任

（賠償責任保険金） 5,000万円 公務員賠償責任
（争訟費用保険金） 500万円

不慮の事故による
死亡保険金 50万円 後遺障害保険金

（程度により） 2～50万円

業務上の行為に起因する訴訟がなされた場合、組合員の皆さまが負担される争訟費用と法律上の
損害賠償金（不当利得返還金を除きます）について保険金をお支払いします。
また、日常生活上での賠償責任も補償いたします。

訴訟費用保険

コバトン
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